
別紙 特記仕様書第 15 条（除雪機械の損料補正）について 

 

他発注機関と重複する除雪機械の損料補正について 

 

国土交通省・奥州市・金ケ崎町など、他発注機関による除雪と重複して使用する除雪機

械の損料補正については、下記方法のいずれかを受注者が選択し、監督職員と協議するこ

と。 

 

（方法１） 他発注機関からの損料補正を辞退する場合 

・損料補正の方法は、特記仕様書第 15 条記載のとおり。 

・他発注機関へ損料補正の辞退を申し出たことを、監督職員に報告すること。 

 

（方法２） 他発注機関からの損料補正を受ける場合 

・損料補正の方法を下記のとおり変更する。 

（１）損料補正対象期間 

・他発注機関による損料補正対象期間は、県による損料補正対象期間の対象としない。 

 


